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（１）用語集 

 

あ行 

 

●インフラ（Infrastructure）/社会基盤 

インフラストラクチャーの略。国家や社会の存続・

発展の根幹を成す施設。道路、学校、発電所、交通機

関、通信施設などを指す。 

 

●ウォーカブル（Walkable） 

居心地のよい、人中心の空間をつくり、まちに出か

けたくなる、歩きたくなるまちの様子。 

令和元年６月に国が「居心地がよく歩きたくなるま

ちなか」を形成する提言をまとめた。この提言では、

「多様な人々の出会い・交流を通じたイノベーション

の創出や人間中心の豊かな生活を実現し、まちの魅

力・磁力・国際競争力の向上、内外の多様な人材、関

係人口をひきつける好循環を確立していくべき」とさ

れている。 

 

か行 

 

●交流人口 

外部からある地域に訪れる人々。その地域を訪れる

目的は、観光、通勤・通学、ショッピング、レジャー、

スポーツ、アミューズメントなど幅広く、大きくは観

光目的かビジネス目的かで分けられる。 

 

さ行 

 

●サイレントマジョリティ/ 

サイレントマイノリティ 

積極的に自分の意見を表明しない多数派/少数派の

人々。 

 

●ステークホルダー/利害関係者 

ある物事から何らかの影響を受ける全てのグルー

プまたは個人。その範囲は幅広く、対象との関係性に

よって直接的ステークホルダーと間接的ステークホ

ルダーの２種類に分けられる。 

た行 

 

●地区計画/一般型地区計画 

都市計画法、建築基準法に基づいて、都市における

良好な市街地環境の創造、保全を図るために、地区を

単位として、建築または開発行為を規制・誘導するた

めの手法。地区計画では、地区施設の規模・配置、建

築物等に関する制限などを定めることができる。 

 

●千代田区ウォーカブルまちづくりデザイン 

令和４年６月に策定された、道路などのパブリック

空間に出会いや交流・活動の場を生み出し、生活を豊

かにしていくことを目指す、千代田区のウォーカブル

なまちづくりの考え方をまとめた方針。千代田区都市

計画マスタープランで定めたテーマ別まちづくりの

方針を横断して、千代田区でウォーカブルなまちづく

りを展開していくために区民・事業者・行政で共有す

る指針となる。 

 

●千代田区参画・協働ガイドライン 

平成 26 年４月に策定された、区民等の区政への

参画と、様々な活動主体と区及び活動主体同士の協

働を推進する際の、区の職員の基本姿勢やそのため

の手法等を示すガイドライン。参画と協働を推進す

る意義や主な手法の特徴を紹介するとともに、区民

生活に大きな影響を及ぼし得る 5 つの事例につい

て、参画を推進するための具体的なルールを定めた

ほか、区政情報の効果的な発信について留意すべき

視点の整理などが示されている。 
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●千代田区都市計画マスタープラン 

都市計画法第 18 条の 2 に規定する「都市計画に関

する基本的な方針」 として、まちの将来像や目指す

べき方向性、まちづくりの方針や取り組みについての

考え方を示し、区民、企業、行政など、多様な主体と

の間でまちづくりの方向性を共有し、連携・協働しな

がら、それぞれが主体的に取組みを進めていく際の指

針。「千代田区都市計画マスタープラン」は、平成 10

年 3 月に策定、令和 3 年 6 月に改定され、「つながる

都心～人・まちが織りなす 多彩な都市の価値～」を

将来像としている。 

 

●千代田区街づくり方針 

昭和 62 年 10 月に策定されたまちづくりの方針。

定住人口回復、区民生活と都市機能の調和のために、

目標とする都市像を「多様な人々が経済活動する生活

都心、地域特性を生かした文化都心、活気と賑わいの

ある商業都心、国際的に開かれた情報都心」とした。

平成 10 年３月策定の千代田区都市計画マスタープラ

ンに発展した。 

 

●定住人口 

その地域に住んでいる人の数。夜間人口は、常住地

による人口。国勢調査時に常住している場所で調査す

る方（常住地方式）で把握する。常住地方式では、３

か月以上にわたって住んでいるか、または住むことに

なっている人が対象となる。国政調査は５年ごとに実

施されるため、毎年度各月集計される住民基本台帳人

口とあわせて、人口動向を把握している。 

 

●都市・まち・エリア 

千代田区都市計画マスタープランにおいて考える

まちづくりの範囲。「都市」は、千代田区全体で、行

政区域の範囲を考える際に用いている。「まち」は身

近な生活の範囲で、「エリア」は土地利用の特性が共

通し、同じ考え方でまちづくりを展開する範囲を念頭

において用いている。なお「地域」は出張所単位の行

政区分、「地区」は都市計画等の制度を適用している

区域を示す。 

 

は行 

 

●ファシリテーター 

話し合いや議論の場において進行役を担い、活発な

議論を促進して話を深めて、スムーズに結論を導ける

ように支援する存在。全体の進行をコントロールして

時間を管理しつつ、参加者が新しいアイデアを生み出

せるように発言を引き出すことが求められる。 

 

●プラットフォーム 

住民、就業者、学生などの個人や、企業、大学・研

究機関、行政等の組織が連携し、協働する基盤となる

場や環境、ネットワークのつながり。 

 

ま行 

 

●まちづくりガイドライン 

一定の範囲のエリアで、再開発や建物の建替え、ま

ちづくりの各種活動をまちの特性に合わせて望まし

い方向に誘導するための指針。民間事業者や地域の

人々、行政などが協議会等を設立し、合意形成のもと、

連携・協調して、望ましいまちづくりを進めていくた

めの道しるべとなる。法制度上の位置付けはないが、

都市計画マスタープランに基づき、地区計画などの都

市計画手法と連動して機能するものとして、地域で必

要と認められた場合に定められる。 

 

A~Z 

 

●ICT 

（Information Communication Technology） 

情報通信技術。まちに配備したセンサーのネットワ

ーク、ビッグデータ、地理空間情報など様々な ICT が、

交通、緑や水辺と調和した空間活用、エネルギー、安

全・安心、資源循環、行政等の複数の分野横断的なパ

ッケージで適用されはじめている。健康増進、住宅等

のストック活用など、地域の様々な課題に対応した創

造的なまちづくりを展開することが可能となる。 
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（２）まちづくりの合意形成の手法 

★ 参画・協働ガイドラインに記載があるもの 

■ 地区計画の見直し方針（素案）に記載があるもの 

 

（１）区民等の意見の聴取に関するもの 

名称 概要 
〇メリット 

▲デメリット 

所要期間 

（参考） 

意見募集（パブ

リックコメン

ト）（★） 

計画や方針等について、その

内容や関連する資料をあらか

じめ公表し、区民等に意見を

求め、寄せられた意見の概要

や、意見に対する区の考え方

等を公表する。 

〇幅広い意見を聞ける。 

〇時間や場所によらず応募しやすい

（HP からの提出）。 

▲組織的な意見が寄せられたり、賛

否に偏りが生じたりする場合があ

る。 

【準備期間】 

２ヶ月程度 

【実施期間】 

２週間～ 

１ヶ月程度 

ア ン ケ ー ト

（★） 

多数の人や特定の層に同じ内

容について質問し、意見や意

向、傾向等を把握する。 

〇個人の都合の良い時間や場所で回

答できることから、簡便に多くの

意見を聴くことができ、日頃、ま

ちづくりに関わる機会が少ない区

民等の参画を促せる。 

▲質問できる項目数が限定されるた

め、限られた内容しか聴けない。 

▲質問への誤答、回答ミスが起きる

可能性がある。 

▲アンケートの返送から集計までに

時間が掛かる。 

【準備期間】 

２ヶ月程度 

【実施期間】 

１ヶ 月程度

（集 計期間

を含 むと２

～３ か月程

度） 

政策提案（★） 区民や企業、大学、NPO 法人

等から政策に関する提案を募

る。 

〇区にはない斬新な発想からの提案

や、提案者が持つ専門性を活かし

た提案により、課題の解決や区の

魅力の向上に繋がる。 

〇区民目線に立った提案を受けるこ

とで、区民ニーズに即した施策の

展開に繋がる。 

▲実現するうえで多額の費用がかか

る提案や、提案者の利益を優先す

るような提案などが寄せられる場

合も考えられる。 

 

【準備期間】 

１ヶ月程度 

【実施期間】 

通年 

区 民 等 投 票

（★） 

特定の内容について、区民等

の賛否を投票により把握す

る。 

〇投票資格さえ満たせば、誰でも参

加できる。 

〇個別の内容について、賛否を明確

【準備期間】 

３ヶ月程度 

【実施期間】 
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にできる。 

▲法定の投票制度ではないため、投

票結果に法的拘束力を持たせるこ

とはできないとされており、投票

結果の実効性が弱い。 

▲投票結果として賛否のみしか表明

されないため、区民等の個別の意

見や要望、賛否の理由等が確認で

きない。 

▲多額のコストがかかる。 

１日 

SNS 意見交換 

（■） 

SNS を利用して意見投稿や

議論を行う。 

〇場所や時間に関係なく気軽に利用

でき、意見を出しやすい。 

〇参加者数の増加を見込める。 

〇多様なレベルの意見を集められ

る。 

▲デジタルデバイドによって参加で

きない人がいる場合がある。 

▲意見の積み重ねや集約が難しい。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

１ヶ 月～半

年程度 
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（２）区民等のまちづくりに対する理解の向上に関するもの 

  

名称 概要 
〇メリット  

▲デメリット 

所要期間 

（参考） 

区民等説明会

（★） 

生活に直接かかわるような施

策等を決定・実施するにあた

って、区が区民等の理解と協

力を求めるために、その内容

を説明し、直接的に意見を聴

取する。 

〇区民等に直接説明ができる。 

〇区民等の生の声を直接聞ける。 

▲時間・場所の制約がある。 

▲時間等の制約から、多様な意見は

得ることが難しい。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度（必要に

応じ て複数

日） 

オープンハウ

ス型説明会 

説明パネル等の展示とあわ

せ、来場した方にまちづくり

の情報提供や説明をしなが

ら、まちの課題やこれからの

取組み等について意見交換を

行う 

〇区民等に直接説明ができるととも

に多様な意見を受けることができ

る。 

〇参加に関して時間的制約が少ない

（自由な時間に参加できる）。 

▲参加者によって得られる情報に差

が生じる。 

【準備期間】 

２ヶ月程度 

【実施期間】 

１日程度（必

要に 応じて

複数日） 

審議会・協議

会・検討会（★） 

法律または個別の条例により

設置される審議会その他の附

属機関や、要綱等により設置

される協議会・検討会・委員

会等において、区民や学識経

験者等で構成される委員が、

一定期間継続して調査や審

議、検討などを行う。 

〇専門的な意見を継続的に聴取で

き、専門的な課題について掘り下

げた議論ができる。 

〇課題意識や意欲を持った区民等の

参画により、地域事情や生活実態

に即した、より率直な意見を議論

に加えられる。 

▲参画できる区民等の人数が限られ

る。 

▲まとめまでにある程度の期間が必

要となる。 

【準備期間】 

各回 1 ヶ月 

程度 

【実施期間】 

各回 ２～３

時間程度 

（複 数回行

うため、通算

で半 年～１

年程度） 

意見交換会・懇

談会（★） 

特定の課題等について、区民

等や学識経験者、利害関係者

等の意見を把握したり、区と

の認識の異同を明確にしたり

するために、自由に意見交換

を行う。 

〇意見交換を通じて、双方が認識を

共有し、理解し合える。 

▲参加者同士の知識や経験に差があ

る場合、活発な意見交換が難しい

場合がある。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 
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名称 概要 
〇メリット 

 ▲デメリット 

所要期間 

（参考） 

オンラインイ

ベント（■） 

オンライン会議サービス等を

利用して、ワークショップや

説明会などのイベントを開催

する。 

〇会場に行く必要がないため、気軽

に参加できる。参加者数の増加も

見込める。 

〇当日の天気等に左右されない。 

▲デジタルデバイドによって参加で

きない人がいる場合がある。 

▲参加者同士の活発な意見交換が難

しい。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 

まちづくり勉

強会 

色々な方法でまちの課題を明

確にし、まちの課題やまちづ

くりの目的を共有するととも

に、まちづくりの対象区域を

設定する。 

〇まちづくりについての基礎的な知

識を得られる。 

〇今後のまちづくりの方向性を整理

できる。 

▲参加者の人数や属性が限られる傾

向がある。 

 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 

事例見学、勉強

会 

対象区域のまちづくりの参考

になる、同じような取り組み

を行っている他区市町村や区

内の他地域を見学し、関係者

の話を聞く。 

〇先進事例の取組みを知ることによ

り、まちづくりへの理解が進み、

意識の向上が図られる。 

▲参加者の人数や属性が限られる傾

向がある。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

１日程度 

シンポジウム、

講演会 

有識者、専門家等を呼んで講

演や意見交換を行う。 
〇専門家の意見を聞くことで理解が

深まり、関心の醸成を図りやすい。 

▲参加者の人数や属性が限られる傾

向がある。 

【準備期間】 

２ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 

まちづくりニ

ュース等の広

報誌 

まちづくりについての広報誌

を制作し、区民等に頒布する。 
〇関係者や区民等へ広く確実に情報

を届けられる。 

〇区民等へ定期的に知らせていくこ

とで、理解と参加が得られる。 

▲読む人が限られる。 

▲発信できる内容に限りがある。 

【準備期間】 

２ヶ月程度 

 



6 

 

（３）区民等の意見の整理やまちづくりに対する参加意識の向上に関するもの 

  

名称 概要 
〇メリット  

▲デメリット 

所要期間 

（参考） 

ワークショッ

プ（★） 

課題の解決等にあたって、

様々な立場の人たちが参加

し、それぞれが自由に意見を

出し合いながら議論を重ねて

共通認識の形成を図り、意見

や提案をまとめ上げる。 

〇掘り下げた議論ができるため、課

題に対する参加者の理解が深まり

やすく、認識の共有が図りやすい。 

〇グループで討議を重ねることによ

り、区民等の協働意識が醸成され

る。 

〇意見やアイデアを活かせるため区

民等が達成感を得やすく、主体性

を持ってまちの課題等に関われ

る。 

▲実施日時が限定されるため、時間

的制約のある区民等にとっては参

加が難しい。 

▲司会進行役の力量に、議論の熟度

や参加者の満足度が左右されやす

い。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 

まち歩き・現地

見学（■） 

対象区域内を、事前に設定し

たテーマに応じて地図や資料

を持ちながら歩いて問題や課

題を点検したり、発見したり

する。 

〇資料や地図に載っていないことを

新たに発見できる。 

〇参加者同士の交流を図りやすい。 

〇新しい意見やアイデアが出やす

い。 

▲見学する範囲が限られる。 

▲掘り下げた議論が難しい。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 

マップづくり

（■） 

まち歩きを通じて発見したま

ちの魅力や情報などを地図上

にイラストや文字で書き込

み、オリジナルの地図を制作

する。 

〇まち歩きでの発見が可視化され、

わかりやすく整理できる。 

〇共同作業を通じて参加者の達成感

が得られやすい。 

〇参加者以外にも作業成果が伝わり

やすい。 

▲制作できる地図の範囲が限られ

る。 

▲掘り下げた議論が難しい。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 
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名称 概要 
〇メリット 

 ▲デメリット 

所要期間 

（参考） 

未来スケッチ 

（■） 

理想のまちの姿や未来のまち

に対する希望をイラストや

図、言葉で描く。 

〇参加者の理想像やまちに対する思

いを自由に表現できる。 

〇子どもも参加しやすい。 

〇参加者以外にも作業成果が伝わり

やすい。 

▲人によって描くものに偏りが生じ

る場合がある。 

▲個人のアイデア出しにとどまり、

参加者同士での検討にはならな

い。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 

まちなかイン

タビュー 

（■） 

参加者が対象区域内で人々に

インタビューを行い、まちの

魅力や課題など、あらかじめ

用意した項目について意見を

聞く。 

〇インタビュー対象者から率直な意

見を聞ける。 

〇インタビューの趣旨説明や意見の

聴取などを通じて、参加者のまち

づくりに対する責任感が向上す

る。 

▲質問できる項目数が限定されるた

め、限られた内容しか聴けない。 

【準備期間】 

1 ヶ月程度 

【実施期間】 

２～３時間 

程度 
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（３）まちづくりの合意形成の仕組み事例 

 

自治体名 東京都府中市 

名称 Liqlid 

導入時期 令和２年～令和３年 

導入の背景 

・府中市の課題：(1)施設の老朽化の進行(2)義務的経費の増加と令和 12 年をピークとした人

口減少を前提とした、公共施設維持経費の見直しの必要性(3)多様化する市民ニーズ 

・府中市は、文化・スポーツ施設の適正配置等のあり方について、令和６年度を目途に定めて

いく予定である。 

・(株)Liquitous は、府中市が実施する「令和 3 年度コロナ課題解決型ソーシャルビジネス協

働事業」として、「オンラインのプラットフォームで文化・スポーツ施設の適正配置等のあり

方をみんなで考えるプロジェクト」を提案し、採択された。 

・「文化・スポーツ施設の適正配置等のあり方」についての情報整理期間におけるオンライン上

での市民参加の仕組みとして、Liquitous が開発する、オンラインの参加型合意形成プラッ

トフォーム「Liqlid」を運用した。 

概要 

・「Liqlid」は、Web アプリケーションとして、「アイデアを出す」「共同で文書を作り上げる」

「意向調査を行う」「結果が表示・保存される」という段階を一貫して実行できる。 

・各段階で積極的にアイデアを投稿したり共同で文書を作る過程で修正の提案をしたりと、「い

つでも、どこでも、誰でも」参加できるシステム設計に基づいている。 

・プロジェクトへの積極的な参画から、負担感の軽い参画まで、個々のニーズに合った形で参

画できる仕組みである。 

備考 

Liqlid は埼玉県横瀬町においても 2021 年に実証実験が行われたほか、大阪府河内長野市でも

導入される。 
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000054692.html 
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自治体名 神奈川県鎌倉市 

名称 鎌倉市スマートシティ構想 

導入時期 検討段階 

導入の背景 

・鎌倉市は少子高齢化をはじめ、災害への脆弱性、オーバーツーリズムや慢性的な交通渋滞と

いった課題が山積している。 

・現在と未来の課題に対応できる仕組みや体制を構築するとともに、地域が自律的に成長する

力を育て、市民の QoL とまちの魅力向上を図るため、2020 年 4 月に産官学民の共創による

スマートシティの取組に着手した。 

概要 

① オンライン合意形成 PF の構築 

・市民起点の実現と新たなコミュニティの形成 

・オンラインとオフラインを組合せ、誰もがオープンに参加可能な仕組みの構築 

② データ利活用等と官民共創の取組との連動 

・プライバシー保護と透明性確保、リスクや倫理的課題の明確化の徹底 

備考 

第２回鎌倉版「スマートシティ」市民対話（令和３年 10 月）の議題の一つ 

「スマートシティの具体的なプロジェクトの共創に市民が参加するためには、どのような仕

組み・仕掛け・場(プラットフォーム)が必要だろうか？」 
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https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/smartcity/documents/smartcitykosohpyou.pdf 

（2021 年 12 月パブリックコメント実施用資料）  
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自治体名 神奈川県横浜市 

名称 住民合意形成ガイドライン 

導入時期 平成 17 年～ （平成 26 年改訂） 

導入の背景 

・まちづくり活動を本格的に行なおうとする市民の、「まちづくり組織の作り方が分かりにくい」

「合意形成の手法が分からない」「地区計画を導入するために必要な賛同率はどの程度か」など

の疑問に答えるために作成された。 

・地域でまちづくり活動に取り組んできた住民が合意形成を図るために、どんな工夫や知恵を出

し合い、どのように活動を進めてきたかということについて、事例をもとにポイントを引き出

す。 

概要 

〇章立て 

第１部 まちづくりにおける合意形成 

第１章 身近なまちづくりと合意形成 

第２章 合意形成を目指して 

第２部 地区計画策定に向けての合意形成 

第１章 地区計画とは 

第２章 地区計画の合意形成の流れ 

 

〇各項目の内容 

・各項目のポイント 

・本文 

・コラム 

・お役立ち情報ＢＯＸ（自治会・町内会の仕組み、アンケートの工夫等） 

・実例紹介（実際にまちづくりで使用されたアンケート等の資料紹介） 

・事例紹介（実際のまちづくりの活動や検討の事例） 
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https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/suishin/minnade/hakkoubut

u/goui-guide.files/0107_20191017.pdf  
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自治体名 
スペインバルセロナ、兵庫県加古川市、京都府与謝野町、横浜エリア、渋谷エリア（博報堂・

三井物産）等、日本・世界各地 

名称 Decidim 

導入時期 
（開発時期） 

2016 年にバルセロナで誕生 

導入の背景 

（開発の背景） 

バルセロナの街路の大規模な歩行者空間化プロジェクトにおいて、多様な市民が参加して地区

の未来をイメージしていくために、デジタルプラットフォーム上での熟議を通じて、多くの市

民の賛成を得た提案を議会にかけることを目的に開発された。 

概要 

・オンラインで多様な市民の意見を集め、議論を集約し、政策に結びつけていくための機能を

提供する参加型民主主義プロジェクトのためのツール。 

・都市や自治体から非営利団体、コミュニティ活動まで幅広く利用されており、世界各国の 30

以上の自治体での利用実績がある。 

・意見を言った人に対するフィードバックを行えるほか、計画策定の間のプロセスが設計され

ており、徐々に議論を収束させていくことができる。 

・デジタルな参加と、物理的な会議のプロセスを融合させ、デジタル・デバイドの問題を解消

する。 

・議論やデータが可視化されるため、納得解が得やすい。 
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https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/smartcity/01_scguide_2-2.pdf 
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自治体名 大分県大分市 

名称 都市計画合意形成ガイドライン～住民主体のまちづくりの進め方～ 

導入時期 令和２年 12 月策定 

導入の背景 

・住民主体のまちづくりは、ひとりの力だけではなかなか達成することは難しく、住民同士で

お互いに気づかい、地域住民が協力して望ましい状態に向けた話し合いや活動を積み重ねてい

くことで、住み続けたいまちがつくられていく。 

・地域住民が主役になって考え、住みよいまちを協力しながら「つくり・守る」まちづくりを

進めるにあたり、その具体的な進め方や、進めていく上でのポイント等をまとめた。 

概要 

章立て 

STEP1 気づきからまちづくりの発意へ 

STEP2 まちづくりに向けた組織づくりと話し合い 

STEP3 まちづくりのルール・計画の作成 

 

参考資料 

・話し合い促進のためのツール集 

・まちづくり制度の概要と活用事例 

・まちづくりルール策定に関する Q＆A 

・まちづくりルール決定の手続き 
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https://www.city.oita.oita.jp/o169/documents/01honnpenn.pdf 
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自治体名 東京都世田谷区 

名称 一般社団法人世田谷トラストまちづくり 

導入時期 平成 18 年 4 月 1 日設立 

導入の背景 

財団法人せたがやトラスト協会と財団法人世田谷区都市整備公社が、それぞれのまちづくりの

専門性を統合し、今までに蓄積されたトラスト活動や住民ネットワークを継承発展させ、区民

主体による良好な環境の形成及び参加・連携・協働のまちづくりを推進し支援するために設立

した。 

概要 

〈活動の３つの柱〉 

・自然環境や歴史的・文化的環境を保全した美しい風景のあるまちの実現 

・安全に安心して活き活きと住み続けられる共生のまちの創出 

・居住環境を魅力的に守り育む活動やコミュニティの形成 

【実施事業】 

・世田谷のトラスト運動 

・民有地のみどり保全と創出（市民緑地制度、小さな森制度等） 

・市民まちづくりの支援（まちづくり専門家派遣の支援、世田谷まちづくり交流会等） 

・まちづくりファンド 

・学生、企業との連携 

・各種調査（国分寺崖線調査、世田谷区内野鳥調査等） 
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https://www.setagayatm.or.jp/index.html  
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自治体名 東京都練馬区 

名称 みどりのまちづくりセンター 

導入時期 
練馬まちづくりセンター（平成 18 年開設）→みどりのまちづくりセンター（平成 28 年名称変

更） 

導入の背景 

練馬区は、都心近くに立地しながら、豊かなみどりが残る、自然と都市が融合したまちである。

雑木林や湧水池などの水辺空間や武蔵野の面影が残る貴重な自然など、数多くの魅力がある。 

区では、こうした練馬区ならではの魅力あるみどりを未来に残していくために、貴重なみどり

を地域で守る区民協働の取り組みを進めている。 

「都市計画マスタープラン」や「まちづくり条例」を検討する中で、区・住民・事業者が協働

してまちづくりを推進するために前身である練馬まちづくりセンターが開設された。その後、

練馬みどり機構の解散に伴い事業を一部引き継いで、現在のみどりのまちづくりセンターとな

った。 

概要 

練馬区民が住み続けたいと思えるような快適な生活環境と豊かな地域社会を実現するために、

区民の主体的なまちづくり活動を支援するとともに、区民・事業者・行政から独立し連携を図

る、中間的な立場から協働型まちづくり事業を推進する。 

みどりのまちづくりセンターは、「きっかけづくり→基盤づくり→計画づくり」の３つのステッ

プで地域のまちづくりを行う。 

〈センターの５つの役割〉 

１．区民のためのセンター 

２．練馬区の地域課題に対応できるセンター 

３．区民のまちづくりネットワークを育むセンター 

４．区民・事業者・行政をつなぐ役割を担うセンター 

５．まちづくり専門家の組織としてのセンター 

 

〈区民まちづくりを支援する制度〉 

１．ヒトの支援 

・専門家派遣 

・大規模建築物にかかるアドバイザー派遣制度 

２．モノの支援 

・まちづくり団体登録 

３．資金の支援 

・まちづくり活動助成事業 

・まちづくり条例にもとづく地区まちづくり 

４．情報の支援 

・情報発信の支援 
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https://nerimachi.jp/  
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（４）まちづくりの範囲（レベル）ごとの課題 

まちづくりの合意形成においては、まちづくりの範囲やレベルごとに課題が異なると考えられます。課題

の例としては、以下が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりの範囲 
（レベル） 

ステークホルダー（例） まちづくりの合意形成の課題 

①地域（エリア）の 

計画・事業 

◼ 住民 

◼ 地権者 

◼ 地域団体 

◼ 民間事業者 

◼ 対象地域への 

通勤・通学者 

◼ 千代田区 

等 

⚫ 対象範囲が広いため、多様な関係者の参画が求めら

れる 

⚫ 情報共有と意見聴取を幅広く実施する必要がある 

②地区の計画・事業 

◼ 住民 

◼ 地権者 

◼ 地域団体 

◼ 民間事業者 

◼ 運営者・利用者 

◼ 千代田区 

等 

⚫ 対象範囲内の地域特性や関係者を詳細に把握する

必要がある 

⚫ 利害関係者（住民、地権者、事業者等）の間に対立

が生じ、議論が長期化する場合がある 

③個別の計画・事業 

◼ 住民 

◼ 地域団体 

◼ 民間事業者 

◼ 運営者・利用者 

◼ 千代田区 

等 

⚫ 所定期間内で課題解決に向けた具体的な議論を推

進する必要がある 

⚫ 利用や運営を見据えた検討が必要となる 

⚫ 民間事業者を主体とした議論が求められる 
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（５）検討経緯 

 

 
実施内容 検討内容 

令和４年度 

第１回千代田区まちづくりプラット

フォームのあり方検討会 

（令和４年９月 29日） 〇千代田区におけるまちづくりの合意形成の 

あり方の検討 

〇千代田区まちづくりプラットフォームの 

あり方の検討 

〇実証実験に向けた検討 

第２回千代田区まちづくりプラット

フォームのあり方検討会 

（令和４年 12月 22日） 

第３回千代田区まちづくりプラット

フォームのあり方検討会 

（令和５年３月 15日） 

令和５年度 

第４回千代田区まちづくりプラット

フォームのあり方検討会 

（令和５年６月頃実施予定） 

 

実証実験（令和５年 10月頃実施予定） 

第５回千代田区まちづくりプラット

フォームのあり方検討会 

（令和５年 12月頃実施予定） 

 

意見募集（パブリックコメント）（令和６年１月頃実施予定） 

第６回千代田区まちづくりプラット

フォームのあり方検討会 

（令和６年３月頃実施予定） 
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（６）千代田区まちづくりプラットフォームのあり方検討会 委員名簿 

 

 氏 名 現 職 

有識者 

出口 敦 東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授 

日永 龍彦 山梨大学教育センター 教授 

杉崎 和久 法政大学大学院公共政策研究科 教授 

糸井 重里 株式会社ほぼ日 代表取締役社長 

内海 麻利 駒澤大学法学部政治学科 教授 

地域関係者 

小木曽  正 富士見地区町会連合会 連合会長 

小松 惠子 千代田区婦人団体協議会 代表 

商工観光事業 

関係者 
大橋 知広 千代田区商店街連合会 

子育て事業関係者 中田 弾 一般社団法人 D&A Networks 代表理事 

福祉・障害者 

事業関係者 

小笠原 桂子 千代田区障害者共助会 

金子 久美子 NPO 法人リーブ・ウィズ・ドリーム 理事長 

公募区民 

櫻井 洸平 公募区民 

田頭 亜里 公募区民 

民間事業者 

三原 久徳 
一般社団法人千代田まちづくりプラットフォーム 

代表理事 

小松 語 
独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 

都心業務部 担当部長 

千代田区 

印出井 一美 千代田区 環境まちづくり部長 

加島 津世志 千代田区 環境まちづくり部 まちづくり担当部長 

 


